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給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等
控
除

か
ら
基
礎
控
除
へ
の
振
替

　
働
き
方
の
多
様
化
を
踏
ま
え
、
給

与
所
得
控
除
及
び
公
的
年
金
等
控
除

の
控
除
額
が
一
律
10
万
円
引
き
下
げ

ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
所
得
に
で
も
適

用
さ
れ
る
基
礎
控
除
の
控
除
額
が
10

万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

①�

給
与
所
得
控
除
額
が
一
律
10
万
円

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

②�

給
与
所
得
控
除
の
上
限
額
が
適
用

さ
れ
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
８

５
０
万
円
、
控
除
の
上
限
額
が
１

９
５
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ

ら
れ
ま
す
。

公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

①�
公
的
年
金
等
控
除
額
が
一
律
10
万

円
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

②�

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
１
，

０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
、
公

的
年
金
等
控
除
額
は
１
９
５
万
５

千
円
が
上
限
と
さ
れ
ま
す
。

③�

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
に
係
る
合
計
所
得
金
額
が

１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
２
，
０

０
０
万
円
以
下
の
場
合
に
は
一
律

10
万
円
、
２
，
０
０
０
万
円
を
超

え
る
場
合
に
は
一
律
20
万
円
が
右

記
①
及
び
②
の
見
直
し
の
後
の
控

除
金
額
か
ら
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

基
礎
控
除
の
見
直
し

①�

基
礎
控
除
額
が
10
万
円
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

②�

合
計
所
得
金
額
が
２
，
４
０
０
万

円
を
超
え
る
と
、
そ
の
金
額
に
応

じ
て
基
礎
控
除
額
が
逓
減
し
、
２
，

５
０
０
万
円
を
超
え
る
と
、
基
礎

控
除
は
適
用
な
し
と
な
り
ま
す
。

調
整
控
除
の
見
直
し

　
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
２
，
５

０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
、
調
整
控

除
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

所
得
金
額
調
整
控
除
の
創
設

　
次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
給
与
所

得
か
ら
所
得
金
額
調
整
控
除
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

①�

給
与
の
収
入
金
額
が
８
５
０
万
円

を
超
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
控
除
さ
れ
ま
す
。

・
本
人
が
特
別
障
害
者
に
該
当
す
る

・
年
齢
23
歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
有

す
る

・
特
別
障
害
者
で
あ
る
同
一
生
計
配

偶
者
も
し
く
は
扶
養
親
族
を
有
す
る

②�
給
与
所
得
及
び
公
的
年
金
等
に
係

る
雑
所
得
の
金
額
が
あ
り
、
給
与

所
得
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
の
金
額
の
合
計
額
が
10
万
円

を
超
え
る
場
合
に
控
除
さ
れ
ま
す
。

非
課
税
基
準
・
所
得
控
除
等
の
適
用

に
係
る
合
計
所
得
金
額
要
件
等
の
見

直
し

　
非
課
税
基
準
・
所
得
控
除
等
の
適

用
に
係
る
合
計
所
得
金
額
要
件
等
が

改
正
前
に
10
万
円
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
税
制
上

の
措
置
及
び
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
の

見
直
し

　
全
て
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
子
ど
も

に
対
し
て
公
平
な
税
制
を
実
現
す
る

観
点
か
ら
、
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
し

た
。

※
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
税
務
課　
☎
内
線
２
５
３

令
和
３
年
度
か
ら
の
住
民
税
（
町
・
県
民
税
）
税
制
改
正

薪
ス
ト
ー
ブ
等
の
使
用
に
ご
注
意
を
！

カーボン
　ニュートラル

　
薪
ス
ト
ー
ブ
や
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー

ブ
は
、
木
質
資
源
を
燃
料
と
し
て
い

る
た
め
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で

あ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
も

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
誤
っ
た
使
用
方
法
に
よ

り
煙
や
臭
い
が
発
生
し
、
近
隣
ト
ラ

ブ
ル
に
つ
な
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

適
切
に
使
用
し
、
ご
近
所
へ
の
配
慮

を
お
願
い
し
ま
す
。

注
意
点

・�

十
分
に
乾
燥
し
た
薪
を
使
用
し
ま

し
ょ
う
。
水
分
を
含
ん
だ
薪
は
不

完
全
燃
焼
の
原
因
に
な
り
、
煙
や

臭
い
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

・�

建
築
廃
材
、
紙
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

な
ど
の
不
適
切
な
燃
料
を
燃
や
さ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

・�

定
期
的
に
掃
除
と
点
検
を
し
ま
し�

ょ
う
。

・�

煙
突
の
設
置
位
置
や
高
さ
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

参
考　
環
境
省
「
木
質
バ
イ
オ
マ
ス

ス
ト
ー
ブ
環
境
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」

問
環
境
課　
☎（
72
）４
４
３
８

※
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
と
は

　
燃
焼
に
よ
り
Ｃ
Ｏ
２
（
二
酸
化
炭
素
）

が
発
生
し
て
も
、
植
物
の
成
長
過
程
で

光
合
成
に
よ
り
Ｃ
Ｏ
２
を
吸
収
し
て
い

る
た
め
、
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
収
支
が
ゼ

ロ
に
な
る
状
態
。
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